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提案日： 令和5年1月25日 

提案者： 大陽日酸株式会社 

課題名：  空気液化分離装置の安全弁保安検査期間の見直し 

概要： 安全弁の保安検査期間は1年、2年、4年＊)のものがある。一方、製造細目告示第14条ルで空気液化分

離装置の保安検査期間は一律で2年と規定されている。そこで、空気液化分離装置の構成部品の一つ

である同弁の保安検査期間も2年に統一したい。 

＊)詳細は、その他参照 

目的： 製造細目告示第14条関係の通達(運用解釈)の緩和により、空気液化分離装置の保安検査期間の2年に

合わせて、同装置に付属する保安検査期間が1年(製造細目告示第14条トおよびチ以外)の同弁の保安

検査期間を2年に統一したい。 

達成のイメージ 

■法令改正、□例示基準、■通達、□KHK基準改定、□JIMGA基準改定、□その他の関連基準の改訂 

コメント：  製造細目告示第14条関係の通達(運用解釈)の緩和により、空気液化分離装置に付属する保安

検査期間が1年(製造細目告示第14条トおよびチ以外)の安全弁の保安検査期間を、同装置に

合わせ2年に統一したい。 

関連省庁： 

■経済産業省、□厚生労働省、□農林水産省、□総務省（消防）、□KHK、□全溶連、□LPガス協会、□その他 

コメント：   

課題の重要性評価  

以下の項目を10段階で評価し、優先順位決定の指標とする。  

１． 緊急性(達成の目標スケジュール) 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10     

10年以上10年               5年                1年 

コメント：   

２． コストの影響 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10 

0円 数百万円/1社           数億円/1社              数百億/1社 

コメント：   

３． 産業界への影響(コストの影響以外) 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10     

小       中                    大 

コメント：   

〇総合得点： 

 コメント：   

活動の組織体制 

□JIMGA技術WG（保安対策WG）、□JIMGAタスクホースチーム、□他協会との合同タスクホース（  協会）、

□その他 

コメント：   

 

 

その他 

コメント：  

 

 

・製造細目告示第14条（保安検査の期間） 

製造施設 期間 

ト 日本工業規格B８２１０（１９９４）蒸気用及びガス用ばね安全弁（揚程

式でリフトが弁座口の径の十五分の一未満のもの、呼び径が二十五未満の

ソフトシート形のもの及びチに掲げるものを除く。） 

チ 日本工業規格B８２１０（１９９４）全量式の蒸気用及びガス用ばね安全

弁（呼び径が二十五未満のソフトシート形以外のものであつて法第三十五

条第一項第二号の認定に係る特定施設に係るものに限る。） 

二年 

 

 

四年 

 

・日本工業規格 B8210（1994）抄 
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提案日： 令和5年 1月25日 

提案者： 大陽日酸株式会社 

課題名：  空気液化分離装置の予備弁保有への緩和と安全弁認定有効期限の延長 

概要： 空気液化分離装置では、安全弁を点検整備した際、再認定書の発行までに2か月程度の期間を要する

場合があり、同装置の定修期間内で同弁の点検整備が完了しないため、他の認定有効期限内の同等

品との交換が必要な場合がある。このため、同等品を予備弁として保有したい。 

また、同装置の保安検査期間は2年である一方、同弁の認定有効期限は1年であり、これを2年に統一

したい。 

なお、高圧ガス設備では、完成検査で許可された同弁類を認定有効期限内の同等品に交換する際に

軽微変更届を提出している。 

目的： 通達の改訂により、定修期間内における効率的な点検整備と同予備弁の保有を可能とする緩和を希

望する。 

１．正規弁(使用中の弁)と同等に管理されていることを条件に同予備弁を保有したい。 

補足：新規の空気液化分離装置の場合は、許可申請とするが、既存の同装置の場合は、届出制とし

たい。 

２．空気液化分離装置の保安検査期間の2年に合わせて、同弁の認定有効期限を1年から2年に延長

したい。 

補足：完成検査の場合、安全弁の認定有効期限は3年である。一方、保安検査の場合の同期限は1年

である。 

３．認定有効期限内の同予備弁との交換は軽微変更届の提出を不要としたい。 

達成のイメージ 

□法令改正、□例示基準、■通達、□KHK基準改定、□JIMGA基準改定、□その他の関連基準の改訂 

コメント：  １．運用解釈の追加により、正規弁(使用中の弁)と同等に管理されていることを条件に同予

備弁を保有したい。 

２．通達「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項

第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」の変更により、保安検査の場合

の安全弁の認定有効期限を2年以内に変更したい。 

３．通達「高圧ガス保安法第14条第 1 項及び第 4 項、第19条第 1 項及び第 4 項並びに第

24条の 4 第 1 項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて」の13項の改正により、

認定有効期限内の同予備弁と交換する際の軽微変更届を不要としたい。 

関連省庁： 

■経済産業省、□厚生労働省、□農林水産省、□総務省（消防）、□KHK、□全溶連、□LPガス協会、□その他 

コメント：   

 

 

 

課題の重要性評価  

以下の項目を10段階で評価し、優先順位決定の指標とする。  

１． 緊急性(達成の目標スケジュール) 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10     

10年以上10年               5年                1年 

コメント：   

 

２． コストの影響 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10 

0円 数百万円/1社           数億円/1社              数百億/1社 

コメント：   

 

３． 産業界への影響(コストの影響以外) 

 
1    2        3        4       5        6        7        8       9        10     

小       中                    大 

コメント：   

〇総合得点： 

 コメント：   

活動の組織体制 

□JIMGA技術WG（保安対策WG）、□JIMGAタスクホースチーム、□他協会との合同タスクホース（  協会）、

□その他 

コメント：   

 

 

その他 

コメント：   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

[JIMGA使用欄] 

受付日：  

担当：  

コメント：   
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